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労働組合対応、労基署対応、使用者側の労務トラブルを弁護士 向井蘭が解決！
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狩野・岡・向井法律事務所
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★求人、採用面接、採用内定でのグレーゾーン対応（１） 

求人、採用面接、採用内定でのグレーゾー

ン対応（１） 

答 違法ではありません。個人情報保護法は集め

た情報をどのように管理するかの問題で、原則

として採用にあたって情報を集めることを禁止

するものではありません。採用にあたって収集

した情報を本人の同意無く目的外に使用したり、

第三者に無断で提供しなければよいだけです。

裁判例（Ｂ金融公庫事件東京地裁平成 15 年 6

月20日判決）でも健康診断は、予定される労務

提供の内容に応じて入社前に実施することがで

きると判示しています。この判示は、個人情報

保護法施行後の現在においてもあてはまります。 

問 中途採用については、事実上一定の年齢以下

の応募者しか採用していないが、これは違法

か？ 

答 一定の年齢以下の応募者にも採用の機会を与

えている限りは違法ではありません。 

雇用対策法１０条は「事業主は、労働者がそ

の有する能力を有効に発揮するために必要であ

ると認められるときとして厚生労働省令で定め

るときは、労働者の募集及び採用について、厚

生労働省令で定めるところにより、その年齢に

かかわりなく均等な機会を与えなければならな

い。」と定めています。要するに、年齢にとらわ

れず雇用の機会を与えればよく、一定年齢以上

の従業員を雇用せよとは定めていません。 

問 メンタル面での病歴を採用前に聞くことは

プライバシーの侵害にあたるか？ 

答 採用面接において、精神疾患を含めた過去の

病歴を聞いてもかまいません。現在の所禁止さ

れておりません（今後はわかりません）。 

欧米では年齢差別を禁止している国がありま

すが、日本では年齢差別は禁止しておりません。

日本は、解雇を厳しく規制する替わりに一律に

雇用を終了させる定年制を許容しております。

定年制は年齢差別にあたるといえますが、日本

ではこれを許しております。また、現在の所、

整理解雇の人選基準でも年齢を一つの基準とす

ることは許されています。このような状況の中

で、政府は、年齢差別は残しながらも、機会の

平等だけは確保しようと考えたのです。 

「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱い

を確保するために事業者が講ずべき措置に関す

る指針」によると、雇用管理を行うにあたりＨ

ＩＶ、Ｂ型・Ｃ型肝炎、色覚異常についての情

報を業務上の特別な必要がない限り取得するべ

きではないとされています。 

事業主が健康な人間を雇うということは何ら

責められるべきではありません。多くの企業は

健康に働けることを前提に雇い入れ時の賃金を

決定しているはずです。 

とはいえ、求人広告には年齢制限を掲載しな

いとしても、実際は履歴書から年齢のみを基準

として一定年齢以上の方についてはまったく面

接すらしようとしない場合は、雇用対策法の趣

旨に反し違法となる可能性がありますので、年

齢にとらわれず面接は行うべきであると思いま

す。 

とはいえ、実際には口頭では過去の病歴につ

いて聞きづらいことでもありますので、採用面

接の際に健康状態チェックシートなどを作成し

て、「過去2年間において、医療機関で治療を受

けたことがあるか？あるとすればその疾病の名

前は？」などの質問を設けることも有効である

と思います。 

問 個人情報保護の観点から、採用前に健康診断

を受診させることは違法か？ 
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